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環境情報源としての農産物表示制度に関する研究

一環境ラベルの適用を中心として-

小Jlr 華奈

1 .はじめに

2. グリーン購入法と環境信報源

3.環境保全型農業におけるエコデザイン

ι1.農産物の表示制度と環境ラベルの必要性

5.農産物の環境ラベル適用への検討

6. むすび

1 .はじめに

環境負荷の低減に資する環境物品(悪材料、部

品、製品忍び役務)への需要の転換を促進する

「環境物品等の調達の誰進に関する法律J(以下、

「グリーン購入法J)が2001年4月から実施されたむ

あらゆる社会経済活動において、環境配慮を深め

るための環境マネジメントシステムや環境会計の

導入にはじまり、製品のライフサイクルすべての

ステージで環境に配慮した企画・設計-を行う「エ

コデザインy'とよばれる概念が取り入れられる

ようになったら泊費者はグリーン購入をすすめる

にあたり、その製品がどのようなエコデザインで

生産・製造きれたものかを示すマークや環境負荷

データなどの環境ラベルを環境4情報課として選択

することになる c

環境と密接に関わる農業においても、 f持続性

の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律J

(以下、「持続農業促進法J)や f有機JAS制度」

が施行され、環境負荷の抵減に在意した農業が推

進されているつところが、

状であるむ

しかし、海外では食品に環境基準を導入する先

行事剖がみられており、 2;農産物は毎日消費する

必需品であることからも、今後もグリーン購入を

すすめるにあたり、環境物品として農産物を購入

する際の情報提供体艇の整構は必須であると忠わ

れるさそこで、本論文ではわが国の現行の農産物

表示と環境負荷の砥減に関する環境博報を概観し、

農産物への環境ラベルの適用について考察を行う

こととする c

2 .グリーン購入法と環境情報源

1 )グリーン購入法にお吋る環境物品の判断基準

グワーン購入法は、正式名称を「環境物品等の

議達の推進に隠する法律j といい、去 Iにみるよ

うに国等の各機関3'や都道庶県-市町村などの地

方公共団体、事業者、国民などに環境負荷の小さ

い環境物品の講達(購入)を推進し、持続口J能な

社会の講築を日指すものである o I市場メカニズ

2002年現在、グリーン購入法

における環境物品の特定議達

品日には農産物が含まれてい

ない。わが国で、すでに実施

されているいくつかの環境ラ

ベルにおける対象品目にも農

産物が含まれていないのが現

表1 グリーン購入j去における各主体の役割と性語

主体 j 役 割 ;性格

回 j調達を推進するための基本方針の業定 ;義務

国-独立行政法人等;調達万針の作成・公表・推進・実績幸!ifi等;義務

地方公共司体 ;講達方針の作成・誰進 ;努力義務

事業者 匡民 :できる誤りの環境物品購入 j 

資科:環境省資科よ;りJ1作乍成O
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グリーン購入法の特定調達品目

品 百

表 2

( 12 ) 

開

情報用紙、印尉用紙、寄生用紙、

納入印割物の仕様

シャープペンシル、菩芯、朱肉、清しゴム、のり、ファイル等48品目
いす、机、棚、収納用什器、ローパーテイション、掲示板、黒板、ホワイトボード

コピー、電子計算機、プリンタ (FAX兼用機)、 FAX、スキャナ、磁気ディスク装置

電気冷議庫、エアコン、テレどジョン受信機、ビデオ

蛍光灯黒明器具、蛍光管

普通自動車、小型自動車、軽自動車(二輪車・重量車を除く)

制服・作業服

カーテン、カーペット、毛布

作業手袋

太陽光発電システム、太陽熱利用システム、焼料電池

資材、建設機械

省エネルギー診断

野

紙 類

納入 印刷物

文具類

機器類

o A 機器

家電製品

燕明

自動 車

制服・作業腹

インテリア・寝装

作業用手袋
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公共工事
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資料:グリーン購入法の資料より作成。

農産物のライフサイクんにおけるステージの一例

詳 幸運

表 3

ステージ名

用

J
a
 

用

ュ

サ

種芭(購入する場合〉 ・育苗培震・芭ポット・農業思ゼニール・有機葉肥料などの使

用資材の調達段階

播種から収穫までの生産段階

収穫後の保管や輸送、包装など農産物の流通段階

業者による食材としての使用や泊費者の顎寂段階

売れ残った農産物などを惣菜やスープなどに加工するといった再利吊段階

家産ゴミやし尿などのコンポスト化による新しい製品の素材として活足する段階

農産物を嘉棄する段階

キオ

産

通

勤

ス

ル

棄

資

(清

ク

シンボル、あるいは高品や包装のラベル上のグラ

フイツク、製品説明書、技術情報、広告、正報、

その也の形態などあらゆる環境清報の総称が環境

ラベルである口

2 )環境ラベルの巨的

環境ラベルの目的は、素材の調達から最柊処分

に至るまでの製品のライフサイクルにおける環境

に与える影響〈環境a情報)を表示することにより、

製品の差別化を図ることである G ライフサイクル

のステージの設定については様々な捉え方がある

が、一剖をあげると@素材(地球資源、の採取など

製品の原材料となる素材の調達段階)、②生産

{生産、加工、製造のプロ七ス)、③涜通(輸送や

包装など商品の流通段譜)、④使用(製品やサー

ピスが実際に使用される段潜入③ワユース(いっ

たん使われた製品を再びf吏吊する段階入金リサ

ムを前提とし、環境保全への取り組みに経済的イ

ンセンティプを与え、経済合理性に沿った各主体

の行動を誘導することで政策目的を達成しようと

する経済的手法J4) の一つである G

グワーン購入法における環境物品とは、環境負

荷の量減に資する原材料、部品、製品及び役務の

ことであるが、その中でも特に重点的に調達に取

り組む「特定調達品l3Jとして、 14分野101品呂

(表 2)を指定し、各品目ごとに判断の基準と配

慮事項5)を定めている G 判断の基準で考慮される

主な事項は、紙類では古紙配合率や白色度、文房

具や機器類では再生プラスチックや間伐荊などの

再生材科の使用、 OA機器や家電機器などはエネ

ルギー消費効率、棋服や作業用手袋などはペット

ボトル再生樹脂の使用である O 製品メーカーには

環境物品を製造するにあたり、判断基準を溝たす

ことを示す槽報提供が求められるc その際の記述、
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農産物の工コデザイン項目の一例表 4

高田

農業技術の革新による資源の使用量の削減

機械化や技術革新によるエネルギー効率の高度化やエネルギーの使用削減

生産にかかる使用資材や包装資材などの生分解性、コンポスト化などの活用や農業技

術革新による環境調和性の高さ

農薬・化学肥料の使用やピ、ニール焼却等による環境中への有害物質排出の削減

詳

省資源

省エネルギー

エコマテリアル

エコデザイン項目

2 

3 

ンク4 

わが国でみられる環境ラベルの一例表 5

認定方法

エコマーク

環境協会)

審査委員会による審査

と認定

マーク着目環境影響

ライフサイクル全体を考慮(財団法人日本

制度名(運営主体名)

自己確認または第三者

による確認後、登録

財団法人日本古紙再生

促進センターによる認

疋

オフィス機器の待機時の消

費電力

古紙の回収、利用の促進を 1

はかる | 

国際エネルギースタープロ

グラム(経済産業省)

グリーンマーク(財団法人

日本古紙再生促進センター)

JIS規格に基づき自主

的に表示

認定委員による審査と
壬玄l，-L.
ιひ;1三

境

境

環

環
辺

住

周

居
、

び

等

全

よ

性

保

お

適

の

性

快

境

和

環

親

康

球

の

健

地

と

の

省エネラベリング制度(経

済産業省)

環境共生住宅認定制度(財

団法人建築環境・省エネル

ギー機構)

自主的な表示

尼言言
紙-紙製品等の古紙使用状

況

再生紙使用マーク(ごみ減

量化推進国民会議)

自主的な表示

国
素材・使用時・リサイクル l

による環境負荷軽減 1 

コクヨオリジナル環境マー

ク

ライフサイクル全体を考慮した商品の環境情報データ

集。製品の分野別に購入ガイドラインとデータ様式が

設定され、製品毎の環境ラベルの貼付状況も掲載。

様々な環境影響を全体的に

考慮

GPNデータベース(グリー

ンネットワーク)

ライフサイクル全体の環境負荷を定量的に算出する

LCAのインベント 1)分析及びカテゴリー別影響評価

(オプション)の結果を「データシート」としてインター

ネット等により公開する制度

様々な環境影響を全体的に

考慮

JEMAIプログラム(社団

法人産業環境管理協会)

家電製品のライフサイクルを幅広く考慮した環境性能

のデータ集

様々な環境影響を全体的に

考慮

家電製品環境情報(社団法

人日本電機工業会)

資料:各環境ラベルの資料より作成。
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イクル(硬い終わった製品を毘収し、再び新しい

襲品の素材として活用する段階)、⑦瑳棄(製品

を廃棄する段階〉の 7段階があげられるヘ農産

物のライフステージを想定すると表 3のようにな

り、各ステージにおける環境負帯低減のためのエ

コデザイン項巨として表4にみるような告渚資源、

②省エネルギ一、③エコマテリアル、④クリーン

の4項目があげられる G こうしたライフサイクル

の、どのステージでどのような環境負荷抵減を行っ

たかというヱコデザインを表すのが環境ラベルで

ある O

表5はわが国で実施されている環境ラベルのー

鰐であるが、それぞれが多様なステージにおける

エコデザインによって環境負荷抵減に資するもの

であることがわかる O 環境ラベルを付すことは、

清費者行動をより環境保全に配恵したものへシフ

トさせ、事業者の環境保全型製品の開発の動撲を

与えるといった社会全体の環境課全に対する意識

形成に貢献し得ることが期待され、グリーン購入

法における環境物品の'1害報源として有効であると

考えられる O

3 )環境ラベルの分類

国際規格や標準類を制定するための匡際機関

であるおo(International Organization for 

8tanおrdization:匡際標準化機構〉では 180/TC

207/14000シワーズで、環境ラベルの国際規搭を

鰐定し 3タイプに分類している c7; 

(1) 180のタイプ1-第三者機関による認証

タイプIは、第三者機関の認証による認定マー

クであり、実施機関によって製品分類と判定基準

が決められ、事業者の中請に応じて審査を行い、

あらかじめ設定された基準を満たしたものにマー

クの費用を認可するというものであるむタイプ I

の環境ラベルがついたものは、一律に環境にやさ

しい製品だということがわかり、購入の際の呂安

となち易いG しかし、タイプ Iの環境ラベルがつ

いた同じ撞類の製品同士の詞においては、どちら

がより環境負荷託減に資するかを判断することが

国難であるというデメワットもある O

(2) I80のタイプ豆一自己宣言による環境主張

タイプ宜は、事業者が第三者の判断なしに製品

の環境改善点、を自己主張するラベルであり、宣伝

広告にも適用される G 自己主張ラベルは、科学的

に根拠があり透明性のあるものでなければならな

いため、「環境上安全であるJr環境に優しい」

「環境にもっと優しいJr地球に優しいJr汚染な

しJrグリーンJr自黙の友達Jといった非特定的

な言い回しは禁止され、使用できるカテゴワーは

① 1) サイクル可能、(~)l)サイクル物費、③囲収エ

ネルギ一、④再使用可能・詰め替え可詑、⑤コン

ポスト化可能、⑤固形廃棄物削減、⑦エネルギー

効率、省エネルギー③水の利用効率、節水、⑤省

資源、⑮分解可能、生物分解可詑、光分解可能、

@解体容易設計、。長寿命化製品の12種類に限ら

れている O 自己宣言のラベルがどこまで信用され

るかは企業次第である O

(3) 180のタイプE一環境情報の開示

タイプ直は製品のライフサイクルに関する環境

負荷やエネルギ_{i吏用量、大気設出物、由形廃棄

物などを定量的に示したものであり、あらゆる製

品をひとつの土俵上で評錨することにより、製品

の環境配患を評価するための科学的な指針となる。

タイプmは、定量的データを示す客観的な環境情

報の提設を行うため、その数植の良し悪しを暫断

する消費者の能力を要するものである。

定量的な環境清報の代表的な手法として、

LCA (Life Cycle Assessment)手法があげられ

るむ LCA手法は1997年に 18014040(環境マネジ

メントーライフサイクルアセスメント-原則及び

枠組み)の国際規搭として発行され、わが国でも

JI8規惑として採用された手法である。 LCA手法

の概略を説明すると、①アセスメント〈評錨・査

定〉の目的と範屈の設定、②製品ライフサイクル

の留々の段階における罪科・エネルギーのインプッ

トと排出物のアウトプットの分析(インベントリ

分析)、③インベントリ分析の結果を環境負荷と

した定量的・総合的な評舗〈インパクト評錨)の

実施、④インタープリテーション〈結果の解釈)

と吾的の遂行という手順ですすめられる o LCA 

手法のほかに、経織の環境改善のための投資金額

のようなマネジメント努力に関する指標およびエ

ネルギー使用量のような操業に関する指標と大気

中の汚染物費や地下本汚染度などの環境状室長指標

に基づいて経営判断を行う EPE(Environmental 

performance evaluation)手法、製品生産の直
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接材料だけでなく、電気、空気、水などすべての

間接材料も含めた投入物質(物質集約度=Mate-

rial Intensity)を製品の価格で割りその最小化

をめざす MIPS(MI per Service unit) 最小化

法など、環境への影響を評価する様々な手法も検

討されている D

3 .環境保全型農業における工コデザイン

1 ) 農業の外部経済効果と法律の整備

農業は環境と密接に関わる産業であり、国土の

保全、水源のj函養・浄化、伝統文化の継承などの

いわゆる農業の多面的機能とよばれる正の外部性

と、農業用マルチやビニールハウスなどの使用済

プラスチックや家畜排植物の処理、農薬や肥料等

の投入等に伴う大気・地下水・土壌の汚染などの

負の外部性の両面を有しているつ

環境省の「平成10年度産業廃棄物排出・処理状

況調査r'によれば、全国の産業廃棄物の総排出

量が約 4億800万トンであり、業種別排出量をみ

ると、農業生産に由来する廃棄物は約9，297万ト

ンで全廃棄物中の22.8%を占めていたっ種類別排

出量をみると、動物のふん尿が約9，268万トンで

全廃棄物中の22.7%であり、農業生産に由来する

廃棄物の大半が家畜排准物であることがわかる D

家畜排j世物は約 9割が肥料等として農業分野で再

利用されていると見込まれるものの、利用にいた

る過程で野積みのような不適切な管理に由来する

悪臭、水質汚染、衛生害虫発生等の苦情がみられ

るつまた、焼却により有害物質発生のおそれがあ

る使用済プラスチックが年間約18万トン発生して

いる。

産業廃棄物の不適切な管理の解消や資源として

の・層の有効利用が社会的に求められる今日、

2000年 6月に公布された「循環型杜会形成推進基

本法Jとともに、「廃棄物処理法等の改正j、「再

生資源利用促進法の改正」、「建設資材リサイクル

法」、「食品リサイクル法」などの諸法律が整備さ

れた。農業に関連する法律としては、環境三法と

よばれる「持続農業促進法」、「家畜排せっ物の管

理の適正化及び利用の促進に関する法律」、「肥料

取締法の一部を改正する法律Jが整備され、農業

の負の外部性への対策がとられつつあるといえる O

2 ) タイプ男IJの工コデザイン

わが国では1989年に農林水産省農産園芸局農産

課内に「有機農業対策室J(1992年に「環境保全

型農業対策室」に拡充)が設置されて以来、「農

業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和

などに留意しつつ、士づくり等(土づくりや緩効

性肥料、天敵の利用等)を通じて化学肥料、農薬の

使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な

農業ri と定義される環境保全型農業が推進され

てきた口 2000年度の農林業センサスによれば、環

境保全型農業に取り組む販売農家数は約50万

2，000戸で、全販売農家数の21.5%にも及ぶこと

が報告されている。農林水産省の定める環境保全

型農業のイメージは表 6にみるように、農薬と化

学肥料の使用量の削減割合に応じて 4タイプに分

けられている。

(1) 環境保全型農業タイプ I

タイプ Iは「既存の技術を活用し、可能な範囲

で化学肥料や農薬等の使用を低減する農業Jであ

るO 慣行農業レベルの農薬や化学肥料の使用を可

能とするものの、適正な施肥と防除により、生産

段階においてほ場への過剰投入を防ぎ、環境負荷

低減に資する。

表6 環境保全型農業のタイプ分類

タイプ I E 皿 町

既存の技術を活用し、 新技術の導入や栽培 消費者ニーズに対応 消費者ニーズに対応

環境負荷 l可能な範囲で化学肥 暦の見直し等を行い して化学肥料や農薬 して化学肥料や農薬

低減内容 料や農薬等の使用を 化学肥料や農薬の使 を慣行より低減また に基本的に依存しな

低減 用を低iJux は無使用 い農業

低減度合| 慣行レベル 慣行の 2~ 5割 慣行の 5割以上 有機 JASレベル

資料:農林水産省の資料より作成。
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5割以上に導入した農業者を認定するもので、

2001年12耳の詩点で5.414名が認定を受けている G

エコファーマーの農産物のエコデザインは、土づ

くり・化学肥料低減・化学農薬抵減を 3点セット

とした持続性の高い農業生産方式を実践すること

により、環境負荷低減に資するものといえる O

(3) 環境保全聖農業タイプ困

タイプ盟は「泊費者ニーズに対応して化学理科

や農薬を費行より低減または使用しない農業jで

あり、いわゆる農水省のガイドラインで定める特

別栽培農産物(無農薬栽培農産物・無化学肥料栽

培農産物・減農薬栽塔農産物・減化学思料栽培農

産物)の栽培方法がここに担当する O 特別栽培農

産物の基準は表8にみるとおりで、全体として慣

行農法にえべると農薬や化学肥料の需方もしくは

どちらかを 5割以上削減することで、環境負荷低

減に資する O

( 16 ) 

(2) 環境保全型農業タイプ歪

タイプEは「新技術の導入や栽培暦の見直し等

を行い化学思料や農薬の使扇を低減する農業jで

あり、①持続性の高い農業生産方式の推進、②緩

効性患料や局所蒐肥技箭の開発、③少農薬防徐技

術の開発(天敵等)が推進されている。

持続農業促進法の施行に基づき、 2000年に辻全

都道宥県で表 7にみるような持続性の高い農業生

産方式を構成する技術が定められ、この生産方式

を導入する農業者をエコファーマー10)として認定

する制度を発足したc ヱコファーマー制度は、各

都道府県の推奨する施肥基準、有機質資社施用基

準、病害虫防除基準を遵守して策定した「持続性

の高い農業生産方式の導入iこ関する指針Jに基づ

き、 f土づくりに関する技構」、「化学把粍抵減技

第J、「化学農薬抵減技衝Jの各区分に該当する技

第をそれぞれ一つ以上、計画期間中に経営面積の

持続性釘高い農業生産方式を構或する接輔

C 

表 7

内容

たい患等有機費資材利用技箭{土壌調査後、結果に基づきたい麗等有機質資材を施用)

緑肥作物利用技術(土壌調査後、レンゲ等の緑理作物を栽培し、農地に鋤き込む)

局所施肥技術{化学肥料を作物根の毘辺の思料が利用されやすい位量に集中的施用〉

腔効調節型肥料施用技術〈肥料成分が洛け出す速度を謂節して化学肥料を施用)

有機質肥料施用技術(なたね油かす等の有機質抱料を化学理科に代巷して施用)

機械除草設術(機械を用いて、畝間・株間に発生した雑草を物理的に駆除)

除草用動物利罰技術{アイガモ、コイ等を水田iこ放飼し除草)

生物農薬利用技術(天敵等を利用し、靖害虫を駆除)

対抗植物利用技徳(土壌の線虫の生育誼害物質を分泌する植物の栽培による駆除)

被覆栽培技術(不織布、フィルム等の被覆資材による鶏害虫の勃理的な隔離)
フェロモン荊剥居技術(メスのフェロモン利用による、オスの捕殺と交信撹舌L)

マルチ栽培技衛(司爆の表面を紙、フィルム等で被覆し、雑草の発生を抑制)

①
②
一
①
②
③
一
①
②
③
②
⑤
⑤
⑦

f支持1

A 

B 

注:技術 A 土づくり 3 化学肥料抵減 C 化学農薬抵減

資料:農林水産省農産園芸局農産課「持続性の高い農業生産方式の施行に伴う関係省令等の制定についてJ1999年
10月228より作成。

内 容

農産物の生産過程において、農薬を使用しない栽培方法により生産された農産物(化学

肥料の使用は可能)

農産物の生産過程において化学肥料を捜用しない栽培方法により生産された農産物(農

薬の費用は可能〉

農産物の生産過程で、化学合成農薬の使用回数が、慣育的に行われている使用回数の 5
割以下で生産された農産物〈化学理科の護用は可能)

農産物の生産過程で、化学肥料の費用量が、慣行的に行われている使用量の 5説以下で

生産された農産物(農薬の使用は可能)

資料:農林水産省「特別栽培農産物に採るガイドラインJ(改正平成13年 4月 1司12総合第1，331号)を要約。

特別載培農産物にf系る表示ガイドライン

区

表 8

分

禁農薬栽培農産物

無化学肥料栽培農産物

減農薬栽培農産物

誠化学肥料栽培農産物
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(4) 環境保全型農業タイプ町

タイプWは「消費者ニーズに対応して化学肥料

や農薬に基本的に依存しない農業」であり、 JAS

法で定める有機農産物の日本農林規格(以下、有

機 JAS規格)に準じた農業が想定されている O

有機農産物の生産の原則は、「農業の自然循環

機能の維持増進を図るため、化学的に合成された

肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、

土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる

とともに、農業生産に由来する環境への負荷をで

きる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場に

おいて生産されること」および「自生している農

産物を採取する場所において、採取場の生態系の

維持に支障を生じない方法による採取されること」

とされる口11) 種苗・資材の調達から出荷までの全

行程にわたり、有機 JAS規格で定められた肥料

及び土壌改良資材 (37種類十その他)、農薬 (30

種類)、調整用等資材 (27種類十その他)の使用

許容資材以外の化学物質によってほ場と農産物が

汚染されないことが定められている O 化学肥料は

一切使用せずに土づくりを行い、農薬については

ある一定の基準を満たすものしか使用できないと

いう点で環境負荷低減に資するといえる O

4 .農産物の表示制度と環境ラベルの必要

性

1 )食品表示制度の特徴と変化

わが国の食品表示制度には、品質表示の適正化

や品質保証のための「農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律J(以下、 IJAS法J)、

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止する

「食品衛生法」、商品または役務についての過大景

品類の提供や品質等の不当表示を防止する「不当

景品類及び不当表示防止法J、容器包装のものに

正味量などの表示方法を規定する「計量法」、特

殊栄養食品の栄養成分合有量や熱量等を表示する、

「栄養改善法J、食品と医薬品との相違を規定する

「薬事法」など多種多様なものがあるが、これら

の制度のベースとなっているのは消費者保護基本

法である O

消費者保護基本法は、「消費者の利益の擁護及

び増進に関する対策の総合的推進を図り、もって

国民の消費生活の安定および向上の確保」を目的

とした法律であり、消費者の保護に関する施策と

して①危害の防止、②計量の適正化、③規格の適

正化、④表示の適正化、⑤公正自由な競争の確保、

⑥啓発活動及び教育の推進、⑦意見の反映、⑧試

験、検査等の施設の整備、⑨苦情処理体制の整備

をあげている om そのような背景があり、食品表

示制度は農薬残留検査や HACCPシステムなどに

代表されるように、食品摂取による人体への危険

の回避や消費者からのクレーム対応に応じるよう

な性格が強い O

しかし、近年、従来の食品表示制度とは性格を

異にした表示制度が策定されるようになった O す

なわち、生産された「食品そのものに関する性状、

成分、使用原材料、性能等の品質に関する表示」

ではなく、「食品のっくり方」に着目した特定

JAS制度山や有機JAS制度などである C

2 )環境保全型農業で生産された農産物の環境情

報

生産行程において環境への負荷をできる限り低

減した栽培方法、つまり環境保全型農業で、生産さ

れた農産物のうち、現在、表示制度のあるものは、

有機農産物と特別栽培農産物である f これらの

表示が発信する環境負荷低減に関する環境情報に

ついてみていきたし 30

(1) 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

農薬や化学肥料の使用を低減する特別栽培農産

物(無農薬栽培農産物・無化学肥料栽培農産物・

減農薬栽培農産物・減化学肥料栽培農産物)の表

示制度は、農林水産省の通達である「特別栽培農

農水省ガイドラインによる表示 ] 

減農薬・減化学肥料栽培ニンジン | 

当地比農薬 5割減 | 

化学肥料 5割減

栽培責任者 神戸太郎

住 所 神戸市灘区六甲台町ムムム

連絡先 く>00-00く〉ーく>000
確認責任者

所在地

連絡先

00農業協同組合

神戸市中央区ムムム

000-000-000三」
図 1 農林水産省ガイドライン表示の一例
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化学合或資材の使用状況

使用資材名 用途 回数・量

00000 殺菌 1@ 

己口己口口 殺虫 2@1 
ムムムムム 除草 1回

マvマママ 元理 窒素 4kg/lOa 
。。く>00 追肥 窒素 1kg/l0a 

密 2 使用資材表示の一例

陥

イ

宰
穴
一
マ

機一
h

M

諒

碇

鴇

録

言

司

法

{

丘

町

産物に係る表示ガイドラインjである O 前項で述

べた各区分の基準を満たす農産物には、図 1にみ

るように無農薬栽堵農産物・棄化学肥料栽培農産

物・減農薬栽培農産物(割減割合) ・減化学肥料

栽培農産物(前減製合)のうちの該当する名称の

ほか、栽培責任者と確認責在者の氏名〈名称)お

よび住所(達絡先)の表示が義務付けられているc

また、国 2にみるように、農薬や化学肥料を使用

した場合には、使用資材名・使用用途・使用回数

(農薬)または捜沼量(化学肥料)を併記するこ

とが定められている O

しかし、使用できる農薬や化学肥料の種類に対

する規制がないうえに、とくに農薬の場合に辻使

用回数がわかっても費用濃度や毒性が表示されて

おらず、環境負荷低減の度合が不明確なものであ

るといえる D

(2) 有機 JAS震格による有機農産物表示

改正 JAS法の施行に伴い有機農産物の日本農

林規搭(以下、「宥機JAS規格J) が制定され、

2001年4月以降には農林水産省が認定した登録認

定機関による検査と判定を受け、有機 JAS規格

を遵守していると認定されたほ場から生産された

農産物でなければ、有機農産物表示ができなくなっ

たむ有機農産物表示をする際には、必ず登録認定

機関名と生産者を特定できる認定番号を記した有

機 JASマーク(図 3)を付すことが義務づけら

れている O 前述したように有機 JAS規格では、

担料及び土壌改良資材 (37種類÷その他人農薬

(30手重類)、調整用等資材 (27種類十その他)の一

定の使用許容資材が定められている O しかし、費

用資材名・使用用途・費用回数などの表示義務が

ないため、存機JASマークの場合も環境負荷抵

減度合が不明確であるといえる G

3 )農産物に関する環境情報と菊寛ラベjレとのギヤツ

フ

表 9は、有機 JASと特別栽培農産物の表示と

環境ラベルとの環境靖報にどの程度のギャップが

あるかを考察したものであるが、環境汚染源と環

境負荷低減の対象の捉えかたが大きく異なってい

表s環境ラベんの考え方と環境負高低減の農産物表示との比較

環境悟報項目 環境ラベル{農産物〉 有機 JA S 特別栽培農産物

表示 環境負荷母減に関する表示 有機農産物表示
基準表不・費用薬斉11名・

使用回数・使吊用途

マーク 環境負荷低減を表現するマーク 脊楼JASマーク なし

環境負斉低減ライフ 使用資材・生産・流通・消費・リユー
生産(加工)・流通 生産

ステージ ス・リサイクル・察棄のいずれか

環境負荷低減 省資i原・省エネルギ-.エコマテリ クリーン クリーン

エコデザイン項自 アル・クリーンのいずれか 〈農薬と化学肥料) (農薬か化学肥料)

ほ場およびほ場の層圏に
当該農産物の生産期間

環境汚染源 ほ場内における農業生産活動 内における農産物に対
おける生産活動

する農業生産活動

環境負荷低減対象 ほ場外の周囲環境 ほ場(農産物) 農産物
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ることがわかる O 農産物の環境ラベルへの適用法、

まず「沼場内における農業生産活動jそのものが

ほ場の周囲に対する環境汚染源であると認識する

ところから始まる c その認識に基づき、環境汚染

の要因を定性的もしくは定量的に明確にし、 1(ま

場の周辺環境jへの負荷を低減するような農業生

産のエコデザインを行うことが必要となる G 表10

は、食品を環境ラベルの対象にする先行事例のオ

ランダの環境ラベル fミ ワ ェ ウ ケ ゥ ル (milieu-

keur) 環境謀全査註」の植物に関する環境基準

の事足要.fJUであり、様々なライフステージにおい

てエコデザインが設定されていることがわかるむ

一方、有機農産物表示および有権 JASマーク

と持関栽培農産物表示は、環境汚染源を l'ま場ま

たはほ場外の生産活動Jと捉えている。有機 JAS

規轄において、認定ほ場の周辺で農薬や化学肥料

を使用している場合には、ある一定の緩衝地帯を

確保するという規定があるのもそのためである O

環境負荷低減の対象は、有機 JASの場合は「有

機農産物を生産するほ場Jであるむ登録認定機関

の認定を受けるのは、生産者ではなくれま場jであ

り、それに討随するものとして認定ほ場で栽培さ

れた農産物に有機JASマークがつくことになるむ

また、特別栽培農産物の環境負荷抵減の対象は、

「播種してから収穫するまでの農産物そのものj

であり、間四のほ場での農薬や化学肥料の使用状

況は問題とされていないc 当該農産物の生産期間

内の農業生産活動において、農産物そのものに対

する農薬もしく辻化学担料が及ぼす環境負荷託i戒

を示す表示である c

つまり、特別栽培農産物の表示や有機農産物表

示および有機 JASマークの表示基準は、 fっくり

方(栽培方法りに着目しているといえども、「農

薬や化学肥料のf吏用量を低減した栽培方法で生産

表10 植物に関するオラン夕、のミリェウケゥル基準の概要一例

エコデザイン項目 i 言手 寺田

-使用する水の大部分を地下水に掠存しない
1 省資源

-窒素、 1)ン酸、カリ肥料の施吊状況の記載、提出義務

2 省エネルギー いエネルギープランの記載、提出義務

ハ ー 一 -材料は紙、カートン、 PE、PPに罷る
3 エ
V 1---' / / / " 可能な限り再建用可能な容器を使用する

!・施用農薬プランの記載、提出義務-施用農薬プラン U

.パラチオンとデイクロールフォスは使罵禁止

-デイアノジンとへプテノフォスの{吏尾辻年一回のみ
4 クリーン

・1)ン酸塩毘料内のカドミニウム含有量は20mg/kg以内
.ゴミ分類j去を遵守する

-排水には別個の配水管を設量する

資料:(財)ヨ本環境協会 エコマーク事務局の資料を参考に作成。

表11 デリーン購入に対する意議 表12

二rro
Eヨ，山、

覆極的に購入したい

i蓋

できる限り購入したい

{語格とのバランス

いまの段措ではやりたくない

あまり意味がない

禁回答

Z仁3I、 計

j主:無効の l人を除く

A 

69 
461 
343 
19 

10 
26 

資料:謝)日本環境協会のアンケート結果より。

% 

7.4 
49.7 
37.0 
2.0 
1.1 
2.8 

100.0 

高 ロ
ロロ 名

日用雑賞

容器・包装

家霊製品

食料品

文具類

衣料品・寝具

自転車

建材・壁材

o A 機器

乙』
口 計

人

442 
405 
335 
261 
215 

156 
128 

128 
101 

929 

% 

47.6 
43.6 
36.1 
28.1 
23.1 

16.8 
13.8 

13.8 
10.9 

100.0 

資料:(財)弓本環境協会のアンケート結果より O
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された農産物の品質」を註明するものであ号、

「農薬や化学把料の使用量を低減した栽培方法に

よる外部環境への環境負荷抵減」を証明するもの

とは言い難い。そのため、今後、グリーン購入法

を推進していくにあたり、環境基準に基づいた環

境ラベルを付すための農産物表示制度の策定が早

急に求められる Q

4 )消費者の環境ラベ、んへの期待

表11および表12は、財団法人日本環境協会エコ

マーク事務局による『エコマークと泊費者意識調

査.115
) (平成立年震泊費者意識調査)において、

グリーン購入法に対する意識〈表11) と今後エコ

マークをつけて廷しい商品(表12) をたずねた質

問に対する回答である G 回答者の半数以上

(57.1%)がグ 1)ーン購入法について「購入した

いJとしており、エコマークがついていればいい

と思う商品の上位4位に食料品 (28.19ら)が入っ

ていることからも、環境ラベルの農産物への適用

が消費者からも望まれているといえる O

5 .農産物の環境ラベル適用のための課題

以上、みてきたように消費者保護基本法をベー

スとする現行の農産物の表示制定には環境基準が

設定されておらず、グリーン購入法をふまえた環

境ラベルに移行するには不十分な酉が多い。そこ

で、本項で辻農産物に環境ラベルを適用するため

の今後の課題について検討を行う G

1 ) 環境汚染源としての農業の位置付け

持続型農業の生産方式や有機 JAS規格をみる

と、環境負荷の低減に資する農業に関するこれま

での考えは、生産ほ場は被環境汚染であり、環境

負荷抵減とは生産足場に対する扇留からの環境負

荷を抵滅するというもので、あった。しかし、グリー

ン購入法では、農業そのものを環境汚染源である

と捉えることが第ーであり、そのうえで農産物の

生産、使用(消費)、廃棄などによる環境負奇が

f患の農産物と比較して相対的に少ないことと、そ

の農産物を利用することにより、 f車の原国から生

じる環境負需を量減することができるなど、環境

保存に寄与する効果が大きいことが求められる。

環境集荷低減に資する農産物表示の視点を「農産

物の安全性Jから「農業の負の外部性の低減jへ

とシフトさせる必要がある。

2 ) 農業に罷るエコデザインの指針の検討

現在の環境負荷低減に資する農業に係る農産物

表示は、主として農薬の使用低減と化学肥料の龍

用抵減、たい現などによる土づくりの3項巨によっ

て成り立っている O しかし、農業が外部環境に及

ぼす影響は、生産過程のみならず、 f吏居資材の調

達、流通、消費、リユース、リサイクル、境棄に

いたるまでの各ライフステージにおいて、省資源、

省エネルギ一、エコマテリアルの使用、クリーン

(有害物質排出の削減)といったエコデザインが

講じられることにより、いっそうの負荷低減を実

現することができる。本論文では表3および表4

で農産物のライフステージとエコデザインのー併

をあげたが、今後、より詳掘な農産物のエコデザ

インの指針づくりが検討される必要がある G

3 ) 農業生産における環境負喬量の定量化の検

討

現行の環境負荷抵減に資する農業から生産され

る農産物の表示は、持をどれだけ低減したかが不

明確である O そのため、農業生産のライフサイク

ルに関する環境負荷やエネルギー使用量、大気放

出物などを定量的に示したうえで、どれだけ環境

負荷を抵減することができたかを示すことのでき

る表示を検討する必要がある。

すでに LCA手法や EPE手法などの定量的環境

情報の検討が行われているが、今後、よりいっそ

う消費者にわかり易い情報提供の検討をすすめる

必要がある D また、 1999年に制定された「特定化

学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律J(PRTR法二PollutantRe-

lease and Transfer Register 環境汚染物実排

出移動笠録)によって存害性のある多種多諜な化

学物質が、どのような発生源から、どれくらい環

境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて

事業所の外に運び、出されたかというデータを把握

し、集計し、公表する仕組みが制度化されている

が、これらを参考にして、農業における倍々の農

薬や化学理科などの化学合成資材のイ吏買による環
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境汚染物質の排出量を定量的に把握し、どれだけ

の環境負荷低減を行ったかを示す環境ラベルの提

示を検討しなければならない。

6 .むすび

以上、農産物への環境ラベルの適用の必要性と

今後の課題について考察してきた C これまでの農

産物表示は外部の環境汚染からいかに農産物を保

護して、安全で安心できるものを生産したかを保

証する表示であった。生産者が農薬や化学肥料の

使用量を削減することは、結果的に環境汚染の削

減につながるものの、そもそもの考えが生産者自

らの農薬による健康被害の回避および化学肥料の

多投による農地の土壌障害の改善であり、周囲の

環境負荷の低減を目的としたものではなかった口

農産物に環境ラベルを適用するためには、まず農

業生産による負の外部性を環境汚染源として捉え

ることが重要である O 次にエコデザインに応じた

子j去を用いて、環境汚染度合を定性的および定量

的に明らかにし、負荷低減の方向を打ち出す作業

が早急に求められる O その際には、農業者が環境

負荷低減に資する行動を行うことが農業者自らの

ためにもプラスになるインセンティブの検討、す

なわち、農業者が環境ラベルをつけたときに何ら

かの優遇措置161が設けられることの検討も残され

ている O

注 1)エコデザインとはオランダの公的機関と UNEP

(国連環境計画)で開発された概念であり、ライフ

サイクルの各段階における環境負荷低減の取組み

に加え、ライフサイクルの全体を見通した製品設

計や生産システムを構築することである。エコデ

ザインを実現するための 8つの提案は、①環境負

荷の少ない材料の選択、②材料使用量の削減、③

最適生産技術の適用、④流通の効率化、⑤使用時

の環境影響の軽減、⑥寿命の延長、⑦使用後の最

適処理のシステム化があげられている o (平成11年

度版環境白書の総説より。)

2 )オランダでは、すでにアップル・ジュース、リ

ンゴ、大麦、パン、ニンジン、小麦粉、タマネギ、

ジャガイモ、豚肉、イチゴ、ビートなどに環境ラ

ベル (milieukeur)使用の認定がおりている O ま

だ、認定を受けたものはないが、環境基準が定め

られているものとしては、ソラマメ、キャベツ、

カリフラワ一、サヤエンドウ、ニラ、レタスなど

があり、開発中のものとしては、乳製品、カット

野菜などがある。((財)日本環境協会 エコマーク事

務局の資料および聞き取り調査より)

3 )国会、裁判所、各省等の国の機関、及び114の独

立行政法人のことで、霞ヶ関の中央省庁やその出

先機関はもちろん、国立大学や日本銀行、宇宙開

発事業団 (NA8DA)や日本中央競馬会 (JRA)

等の独立行政法人がこの法律の対象となる O

4 )環境省編『平成13年環境白書j2001年、 77ベー

ン。

5 )特定調達物資等であるための要件ではないが、

調達するにあたってさらに配慮することが望まし

い事項のこと。 (1環境物品等の調達の推進に関す

る基本方針J2001年、 7ページ。)

6 ) 山本良一『エコデザインJダイヤモンド社、

1999年、 153ページ。

7) I8014021 1環境ラベル及び宣言ー自己宣言による

環境主張(タイプn) J (1999年 9月15日発行)、

I8014024 1環境ラベル及び宣言ータイプ I環境ラ

ベル表示一原則及び手続J(1999年 4月1日発行)、

18014025 1環境ラベルタイプ皿一環境宣言J(2000 

年 3月15日発行)より。

8 )環境省「平成10年度産業廃棄物排出・処理状況

調査J2ページより O

9 ) 環境保全型農業対策室の HP(http://www. 

maff.go・jp/eco.htmU より O

10) 1エコファーマー」の「エコ」は、エコロジー

(生態学)に白来し、環境にやさしいもの、配慮し

たものの象徴として広く親しまれている用語であ

るO 仏教用語の「依伯(えこ) (神仏に依り頼むこ

と)J)になぞらえ、自然や環境との調和を拠り所

とするとする「エコ」もこれに通じる、あるいは

エコファーマーに環境を「えこひいき Jしてもら

うという思いがこめられ、全国環境保全型農業推

進会議の場で選考決定された。

11)有機農産物の日本農林規格(平成12年 1月20日

号外農林水産省告示第59号)より。

12)消費者保護基本法第一章および第二章より。

13) 2002年現在、熟成ハム・ソーセージ・ベーコン・

地鶏肉に特定 JA8規格が定められている O

14)エコファーマーには、金融・税制上の特例措置

が受けられるというメリットが設けられているが、

農産物に付す表示制度は設けられていない。

15)調査時期は2000年 7月から2001年 1月で、全国
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1，000人を調査対象とし、回収数92号部 (92.9%)を

得た財団法人司本環境協会エコマーク事務馬によ

るアンケート調査。

16)例えば、サッカ一場のスタンドの屋壊にソーラー

パネルの設置を行い、市長からオーナーを募集し

ているドイツのフライブルクでは、オーナー資金

として 1入 1口6，000マルク(約45万丹)を必要と

するが、売電時の利益の分配だけでなく、サッカー

のチケットがを憂先的に入るというメリットを設け

ており、亘接的な補酷金政策に結び付かない覆遇

措置が検討されている O


